
1.職員の任免および職員数に関する状況
更新日　平成25年3月15日

（1）職員の任用状況（採用試験による平成23年度中の採用者数）

一般事務：17人
建築技師：1人
保健師：1人
保育士：2人

（2）職員の退職者数（平成23年度中）

定年退職：29人
勧奨退職：7人
普通退職：5人
その他：2人

（3）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日現在）

部門別職員数の状況と主な増減理由一覧
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（注）
職員数は、一般職に属する職員数であり、市長、副市長、特別地方公共団体への派遣職員は含みません。
［　］内は、条例定数の合計です。

区画整理事務所の廃止による減

参考（平成23年4月1日現在）

人口1,000人当たり職員数5.03人

（類似団体の人口1,000人当たり職員数5.25人）

図書館業務の指定管理者導入による減
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主な増減理由

協働のまちづくり室の新設による増

資産税関係の事務量増加による増

保育園職員の臨時職員での対応による減

危機対策室（放射線対策事務）の新設による増

雇用推進室の新設による増

農業公社への派遣職員の減
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参考（平成23年4月1日現在）

人口1,000人当たり職員数6.34人

（類似団体の人口1,000人当たり職員数7.25人）
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   類似団体の職員数は、平成23年4月1日現在の「類似団体別職員数の状況（総務省自治行政局公務員部給与能率推進室）」より算出
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（4）年齢別職員構成の状況（平成24年4月1日現在）

年齢別職員構成一覧表
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（5）定員適正化計画の数値目標および進捗状況（平成24年4月1日現在）

定員適正化数値目標
平成23年4月1日職員数：834人
平成28年4月1日職員数：784人
純減数：50人
純減率：6.0％

定員適正化計画の年次別目標　　（各年4月1日現在）

定員適正化計画の年次別目標一覧
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（注）職員数実績欄の平成23年4月1日の834人及び平成24年4月1日の812人には、栃木県からの派遣職員1人を含みます。
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2.職員の給与などの状況
更新日　平成24年10月17日

（1）人件費の状況（普通会計決算）（注1）

人件費の状況一覧表

（注1）普通会計決算とは「地方財政状況調査」の区分による普通会計に属する決算

（2）職員給与費の状況（普通会計予算）

職員給与費の状況一覧表

（注）
1. 職員手当には退職手当を含みません。
2. 給与費は当初予算に計上された額です。

(3）特記事項

平成17年1月1日合併

（4）ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

（注）
1. ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。
2. 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

平成24年度

人

千円

千円

728

2,847,586

564,194

職員数〈A〉

給与費（1+2+3）〈B〉

期末勤勉手当（3）

職員手当（2）

給料（1）

1人当たりの給与額〈A÷B〉

千円

千円

千円

1,049,546

4,461,326

6,128

千円

平成22年度

15.6%

区分

  総  括

人

千円

千円

42,433,868

1,923,060

6,624,635

住民基本台帳人口
（平成23年3月31日現在）

歳出額（A）

実質収支

人件費（B）

人件費率（A÷B）

（参考）平成21年度の人件費率

区分

15.6%

117,337



職員の平均給与月額、初任給などの状況

（1）職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（平成24年4月1日現在）

一般行政職の状況表

歳

円

円

技能労務職の状況表

歳

円

円

（注）
1. 「平均給料月額」とは、平成24年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。　　
2. 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を

　　　　合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです

（2）職員の初任給の状況（平成24年4月1日現在）

円 円

円 円

円 円

円 円

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成24年4月1日現在）

職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況表

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

注）表中の「－」は、該当する職員がいない階層です。

137,200

129,200

一般行政職　大学卒 260,511

技能労務職  高校卒

区分

一般行政職　高校卒

区分 経験年数20年

那須塩原市の職員の初任給の状況表

経験年数10年

平均年齢

経験年数15年

初任給 2年後の給料

185,800

155,700

146,700

137,200

一般行政職　大学卒

区分

一般行政職　高校卒

平均年齢

平均給料月額

平均給与月額

那須塩原市

49.3

313,100

335,000

平均給料月額

172,200

144,500

技能労務職　中学卒

区分

平均給与月額

那須塩原市

398,000

332,700

42.8

317,550

257,850

366,722

323,425

252,600 287,850－

－ － －

技能労務職  高校卒

技能労務職　中学卒

222,000



一般行政職の級別職員数等の状況

（1）一般行政職の級別職員数の状況（平成24年4月1日現在）

一般行政職の級別職員数一覧表

人 ％

参事　　

困難な業務を分掌する主幹

主査 人 ％

人 ％

困難な業務を分掌する主事、技師、保健師、

看護師、准看護師、保育士、管理栄養士

主事、技師、保健師、看護師、准看護師、

保育士、管理栄養士

　　注）　那須塩原市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

　一般行政職の級別職員数の棒グラフ

職員の手当の状況

（1）期末手当・勤勉手当（平成23年度支給割合）

月分

月分

月分

加算措置の状況

職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算　5%から20％

那須塩原市の期末手当・勤勉手当

参事

7級
困難な業務を分掌する副参事

区　分

8級

6級

2.6

　6月期

　12月期

合　計

1.375

職員数

8

10

52

203

42

48

9.3人

人

人

人

5級

4級

3級

2級

1級

主幹
副主幹

主任

職　　名

参事

％

勤勉手当

月分

月分

月分

0.675

0.675

1.35

　時　期

49

期末手当

1.225

構成比

％

％

％

％

1.5

1.9

9.8

22.4

38.2

7.9

9

人

119



（2）退職手当（平成24年4月1日現在）

那須塩原市の退職手当一覧表

（注）退職手当の1人当たり平均支給額は、平成23年度に退職した一般職に係る職員に支給された平均額です。

（3）調整手当（平成24年4月1日現在）

　　　　　調整手当の支給はありません。

（4）特殊勤務手当（平成24年4月1日現在）

　　　　支給実績（平成22年度決算）

千円

　　　　支給職員1人当たり平均支給年額（平成22年度決算）

　　　　　　　　　　　　　10,919円円

　　　　職員全体に占める手当支給職員の割合（平成22年度）

7.4 ％

　　　　手当の種類（手当数）
6

特殊勤務手当一覧表

円

(5）時間外勤務手当

（平成22年度決算） （平成22年度決算）

6,500

500

500

500

500

500

円

円

円

円

円

円

円

円

時間外勤務手当表

ごみ収集作業手当

危険不快作業手当　

危険不快作業手当　

区　     分

勤続20年

677

10,919

23.5

定年前早期退職特例措置（2％～20％加算）

41.34

59.28

59.28

24,889千円

1人当たり平均支給額

勤続25年

勤続35年

最高限度額

33.5

非常災害業務手当

動産差押、強制執行

感染症の予防もしくは蔓延防止のための消毒、
または感染症患者の療養指導

行旅病人の収容

行旅死亡人の収容

粗大ごみの収集

主な支給対象職員

右の業務に従事した職員

右の業務に従事した職員

高所深所での作業右の業務に従事した職員

主な支給対象業務

59.28

8,174

47.5

支給実績

千円197,685

不法投棄物の回収右の業務に従事した職員

動産差押及び強制執行
業務手当

当の名称

感染症予防手当

行旅死亡人等の収容
作業手当

行旅死亡人等の収容
作業手当

ごみ収集作業手当

危険不快作業手当　

左記職員に対する支給単価

右の業務に従事した職員

右の業務に従事した職員

清掃センターに勤務し、
右の業務に従事した職員

市長が別に定める額

夜間における除雪、災害予防

野犬猫の捕獲、死体処理

災害現場における救護、復旧

千円264

職員1人当たり平均支給年額

右の業務に従事した職員

右の業務に従事した職員

右の業務に従事した職員

500日額

日額

1回

日額

日額

日額

日額

日額

1,000

その他の加算措置

月分

月分

月分

月分

千円

月分

月分

30.55

月分

月分

自己都合 勧奨・定年

日額 500



（6）その他の手当（平成24年4月1日現在）

その他の手当表

3.　参事：62,000円

4.　本庁の課長：58,000円

5.　支所の課長：52,000円

休日勤務手当

管理職手当

通勤手当

住居手当

扶養手当

6.　副参事：46,000円

2.　支所長・会計管理者・次長

　　福祉事務所長：68,000円

内容及び支給単価

(　自家用車等使用について、

　国より細かい2キロメートル

　ごとの距離区分を設定　)

手当名

管理職員特
別勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

同

異通勤距離片道2キロメートル以上の職員
に通勤距離に応じ2,000円から24,500円を
支給

55,000円以下につい通勤費相当額

（月額）

1.　部長：76,000円

世帯主である職員で扶養親族のある職
員：17,800円

世帯主である職員で扶養親族のない職
員：10,200円

・　通勤のため自家用車等を使用する職員

・　交通機関を利用する職員　　

7.　所長・園長・施設長：40,000円

祝祭日に勤務を命ぜられて7時間45分
に満たない勤務をした場合

1時間あたりの給与額の100分の135

週休日、祝祭日の日直者に1日直4,200円を支給　

塩原地区および公署指定施設に勤務す
る職員に11月から3月の間支給

(月額)

同

同

同

国の制度との異同

同

同

同

（月額）

・　配偶者13,000円

・　扶養親族6,500円

・　特定扶養11,500円

（月額）

借家、借間

・　家賃23,000円以下

　　家賃から12,000円を控除した額

・　家賃23,000円以上

家賃から23,000円を控除した額の2分の1に
11,000円を加算した額（27,000円限度）

（月額）

千円－

4,651

2,176

－

81,250

48,458

30,186

千円 円58,133

千円81,966

千円

千円

千円

千円

千円

213,454

円253,666

円68,833

円584,532

円－

円－

支給職員1人当たり平均支給年額

（平成22年度決算）

円

円

その他の職員：7,360円

管理職員が臨時または緊急のため、週休日
または祝祭日に勤務した場合に支給

副参事：1回6,000円

主幹・副主幹：1回4,000円

（平成22年度決算）

支給実績

6,633



3.特別職の報酬などの状況
更新日　平成24年11月16日

下表のとおりです（平成24年7月1日現在）

特別職の報酬一覧表

円 （注） 円

円 （注） 円

円

円

円

（注）は減額措置を行う前の給料月額

4.勤務時間の状況
更新日　平成24年10月17日

（平成24年4月1日現在）

　　　　　　勤務時間：7時間45分勤務（午前8時30分から午後5時15分まで）
　　　　　　休憩：正午から午後1時まで

（平成23年度支給割合）2.95月分期末手当

期末手当

期末手当

期末手当

報酬

報酬

報酬

給料

給料

市長

副市長

議長

副議長

（平成23年度支給割合）2.95月分

（平成23年度支給割合）2.95月分

議長

副議長

給料月額等区分

市長

副市長

議員

報酬内容

議員

退職手当

期末手当

市長
（支給時期）任期ごとに支給

（算定方式）給料月額×100分の25×在職月数

（支給時期）任期ごとに支給

（平成23年度支給割合）2.95月分

（算定方式）給料月額×100分の42×在職月数

副市長退職手当

（平成23年度支給割合）2.95月分

960,000

755,000

672,000

641,750

480,000

390,000

355,000



5.休暇の状況
更新日　平成24年10月17日

（1）年次有給休暇取得状況（平成23年度）

平均取得日数：11.9日

　市長部局の一般職に属する職員（中途退職者、育児休業取得者などを除く）

（2）休暇の種類

年次有給休暇

一年度につき20日間与えられる休暇（前年度からの繰り越しを含めて、一年度につき40日間を限度）

病気休暇

疾病・負傷で療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇（期間は90日以内）

特別休暇

結婚、出産、ボランティア、忌引、夏季休暇など特別の事由により勤務しないことが相当と認められる場合の休暇

介護休暇

配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷、疾病または老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護のために
勤務しないことが相当と認められる場合の休暇（期間はそれぞれ条例で定められた日数、期間）

組合休暇

労働組合の業務または活動に従事するために認められる休暇（期間は1年につき30日以内）

（3）育児休業および介護休暇の取得状況（平成23年度中に新たに取得したもの）

育児休業
女性職員：14人
男性職員：0人

介護休暇：0人

6.職員の分限状況および懲戒処分の状況
更新日　平成24年10月17日

（1）分限処分(平成23年度)

分限処分の状況

休職：3人（いずれも心身の故障による）

（2）懲戒処分(平成23年度)

懲戒処分の状況

平成23年度中の懲戒処分者はいませんでした。 

職員の執行上の義務違反や全体の奉仕者としてのふさわしくない非行があった場合、地方公務員法の規定に基づき、
職員に対し戒告、減給、停職および免職の処分を行うものです。

（期間はそれぞれ条例で定められた日数、期間）

公務の能率の維持およびその適正な運営の確保の目的から、地方公務員法の規定に基づき、職員に対
し降任、免職 および休職の処分を行うものです。



7.営利企業などの従事の状況
更新日　平成24年10月17日

平成23年度中の許可件数は、下表のとおりです。

営利企業などの従事一覧表

件

件

件

件

件

8.職員の研修の実施状況
更新日　平成24年10月17日

平成23年度中の受講件数は、下表のとおりです。

職員の研修の実施状況一覧表

人

人

人

人

人

人

人

9.職員の福祉および利益の保護の状況
更新日　平成24年10月17日

（1）職員の健康の保持増進対策（平成23年度受診者数）

平成23年度の健康診断受診者数

人

人

人

人

人

（2）災害補償の実施状況

地方公務員災害補償基金に加入しており、平成23年度中1件が公務災害として認定されています.

メンタルヘルス研修会

受診者数等

624

436

337

53

72全職員

区　　　分

那須地区広域行政事務組合による共同研修

栃木県市町村研修協議会研修

日本経営協会研修

市町村アカデミー研修

県合同研修

300

91

16

2

62

475

市単独研修

計

対象者

全職員 （臨時職員含む）

35歳以上の職員

4

30歳以上の職員

全職員

区　　　分

定期健康診断

人間ドック

脳健診

メンタルヘルスカウンセリング

受講人数

経済センサス活動調査員

その他

計

消防団員 2

2

3

16

件　数

9図書館業務研修（指定管理者移行）

区　　分



10.勤務状況に関する措置の要求の状況
更新日　平成24年10月17日

平成23年度中に新たな措置要求はありませんでした。

地方公務員法で職員は、給与、勤務時間、その他の勤務条件に関し、公平委員会に市から適当な措置が執られるべきことを
要求することができることになっています。

11.不利益処分に関する不服申し立ての状況
更新日　平成24年10月17日

平成23年度中に新たな不服申し立てはありませんでした。

地方公務員法で職員は、その意に反して不利益な処分を受けた場合、公平委員会に不服申し立て
（審査請求または異議申し立て）をすることができることになっています。

12.職員からの苦情処理の状況
更新日　平成24年10月17日

平成23年度中に2件の苦情処理がありました。

地方公務員法で公平委員会は、勤務条件などに関する職員の苦情を処理することになっています。


